
第３回宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進協議会

議 事 録

１ 開催日時 平成 28 年 9 月 8日(木) 13:30～14:40

２ 開催場所 宇和島市役所 ６０２会議室

３ 出席者

(1) 委員

津島町土地改良区 理事長 泉 雄二

宇和島市市民環境部 部長 藤田 良

宇和島市産業経済部 部長 常磐 修二

宇和島市産業経済部農林課 課長補佐 和田 恵朗

宇和島市市民環境部生活環境課 課長 黒田 和哉

宇和島市津島支所 支所長 角田 一

宇和島市農業委員会 会長 小林 輝彦

宇和島市農業委員会事務局 事務局長補佐 山本 喜朗（代理）

株式会社大矢根利器製作所 総務部 次長 後藤 正樹

カセイ物産株式会社 国内事業部 部長 劉 冰

岩松水利組合 組合長 山下 忠治

寿町水利組合 代表 泉 定男

天王堰水利組合 組合長 内山 均

農事組合法人増穂生産組合 代表理事 池田 方辰

寿町自治会 会長 泉 富樹

芳原自治会 会長 伊井 貞

藤井自治会 会長 池田 岳史

(2) オブザーバー

愛媛県南予地方局産業経済部産業振興課 担当係長 戸田 政治

主事 重松 康文

(3) 事務局

宇和島市市民環境部生活環境課再生エネルギー対策室 室長 土居 友治

〃 担当係長 松本 浩二

〃 主任 児玉 光輝

(4) 関係者

株式会社藤田商店 執行役員開発部長 木村 清隆

４ 議事次第（協議事項）

(1) 前回までの協議会における決定事項について

(2) 宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画（案）について



(3) 今後のスケジュール

(4) その他

５ 配布資料

資料 1 第 1回及び第 2回宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進協議会決定事項等

資料 2 宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画（案）

資料 3 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく取組の流れ

資料 4 農山漁村再エネ法の設備整備計画認定に係る協議等の流れ

事前配布資料 第２回宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進協議会 議事録

６ 議事

１ 開会

事務局 開会を宣言。

２ あいさつ

泉雄二会長 泉雄二会長よりあいさつ。

３ 協議会成立報告

事務局 本日、篠塚委員、池田満明委員、松岡委員の３名が欠席であるが、要綱

第７条第１項により、委員の過半数の出席を充足し、協議会の開催が成立

することを報告する。

４ 協議事項

(1) 前回までの協議会における決定事項について

泉雄二会長 これまでの協議会において、協議が調っている事項について、事務局に

報告いただきたい。

事務局 資料１「第 1回及び第 2回宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促

進協議会決定事項等」により説明。

泉雄二会長 今、事務局から報告があった第 1回と第 2回の協議会決定事項等につい

て、質問・意見などないか。

泉定男委員 農林漁業団体への協力金について、寿町地区だけが貰うと隣接している

芳原地区から苦言が出ることを懸念している。

今までにも大雨が降った場合には、同じ田面高の寿町と芳原は道路まで水



が溢れることになる。

同じ立地条件であるのに、公平でないことに疑念を抱いている。

泉雄二会長 増穂地区では協力金の使い道は考えているのか。

池田方辰委員 増穂については、防護柵の整備と、２ヶ所ある堰の修理費用の積立金に

使用することを考えている。

泉雄二会長 堰に関係する水利組合に配分すると言うことか。

池田方辰委員 そうである。

泉雄二会長 カセイ物産が行う事業について、協力金が寿町だけに下りるようになっ

ている理由の説明を求める。

木村 私の方から説明させていただきたい。

事情をお聞きして、２地区に配分ができるのか、金額・方法等も含め、ご

指導をいただいて、ご要望に添いたいと思う。

泉雄二会長 設備整備者であるカセイ物産の意見も伺いたい。

劉冰委員 円満な解決方法をお互い一緒に考えて、提案を行いたい。

泉雄二会長 芳原地区としては意見はないか。

山下忠治委員 泉定男委員にそういう風に言っていただき、ありがたいと思う。

今回の発電所の地権は寿町にあるので、芳原としてはとやかく言うことは

ない。土地のレベルが寿町とは同じであることを気にかけてもらいありが

たいことだと思っている。

泉雄二会長 ポンプ場も寿町にあり、管理の意味もあって寿町に支払うのではないか。

協議会とは別の場で、円満な方法を寿町地区・芳原地区・カセイ物産と三者で

話し合うことでよろしいか。

泉定男委員 それでよい。後日不平不満が出て、それが残ることを懸念している。

正々堂々と話し合いたい。三方が丸く収まるようにしたいと考える。

泉雄二会長 自治会長として、泉富樹委員何かないか。



泉富樹委員 決定事項第２回①にある「関係農業団体」とは何か。もうできているのか、

これからできるのか。

泉雄二会長 寿町全体のことである。

泉富樹委員 仮に災害が起こった時や、撤去時はどうするのか。その場合の連絡体制はど

うなっているのか。

木村 我が社で対応する予定であるが、なるべく地元の業者さんに入っていただい

て行うつもりである。

泉雄二会長 連絡体制表の作成は行っていただかなくてはならない。

内山均委員 稼働後の除草委託業務費用は、協力金の中に含まれているのか。

木村 別である。

泉雄二会長 今後のためにも、市が仲介し、地元と事業者で協定書を取り交わすよう要望

する。

事務局 了解した。設備整備計画の申請時点で協定書を添付していただきたい。

(2) 宇和島市農山漁村再生可能エネルギー導入促進基本計画（最終案）について

泉雄二会長 基本計画（最終案）について事務局に説明を求める。

事務局 事務局より、資料２基本計画（最終案）について説明。

泉雄二会長 カセイ物産と大矢根利器製作所に、基本計画について意見を求める。。

劉冰委員 宇和島市の政策に合わせるとともに、国の再生エネルギー政策とも勘案

し、地元の方々の協力もいただき、事業を進めていきたい。

後藤正樹委員 計画どおりに事業を進めたい。第４項にある「大規模災害時の給電設備」

については、市とも協議を行い何ができるのか決めたい。

事務局 第４項の災害時の給電については、事業者サイドから提案があったもの

なので記載している。もし、できないのであれば記載しない。



泉雄二会長 災害時給電設備については、どの範囲を対象にするのかも決まっていな

い。業者側から提案があった事案なので、前向きに考えて欲しい。

木村 四国電力との関係もあり、一般家庭などへの給電については四国電力の

管轄になる。当方で考えているのは、災害時の携帯電話等への充電設備な

どである。

泉雄二会長 蓄電池を使用しての給電はできないのか。

木村 そうなると、かなり大がかりなものになってしまう。非常時に対応でき

る設備を構築する方向で考えたい。

泉雄二会長 大がかりな設備になるのであれば、現実的には無理であろう。災害時に

一時的に使用できる電源を考えてもらえばよいのではないか。

本日は、オブザーバーとして愛媛県南予地方局からもおいでいただいて

いるので、何かご意見はないか。

重松 我々は、農地転用が専門であるが、その部分では問題ないと考えている。

内山均委員 基本計画第５項（１）にある環境調査について、絶滅危惧種等の調査を

事前にしないと、何かあって問題になった場合、地区が打撃を受けるので

はないか。

事務局 本事業は、環境影響評価法の対象事業には該当しない。基本計画の中では「必

要に応じ」とあり、何かあった場合に対応し、事前に行う必要はないと考える。

泉雄二会長 現にないものを調査するのは困難である。必要に応じて行うことでよいので

はないか。

非常時の電源確保については、基本計画に記載するということで２業者よい

か。

劉冰委員

後藤正樹委員

了解した。

泉雄二会長 事業計画について、最終的な採決をとりたい。これでよいか。

なお、文章中の軽微な文言の誤りについては、事務局に訂正を一任してよいか。

全委員 異議なし。



(3) 今後のスケジュール

泉雄二会長 協議会の今後のスケジュールについて事務局に説明を求める。

事務局 今回の協議会が基本計画策定の一つの区切りとなる。

次回の協議会開催は、事業開始後に実施状況によるものと想定している

が、基本計画の変更、協議決定事項の変更等が必要になった場合は開催す

る必要となる場合もある。

資料３「農山漁村再生エネルギー法に基づく取組の流れ」について説明。

資料４「農山漁村再エネ法設備整備計画認定に係る協議の流れ（第１種

農地）」により詳細を説明。

設備整備計画の認定後は、設備整備計画に沿って地域や地元農業者と連

系・協力体制を築きながら、地域に愛される太陽光発電所の設置・運営に

努めていただきたい。

泉雄二会長 事務局からの説明に質問・意見はないか。

泉雄二会長 以前にいただいている工程表では、増穂が１０月末、寿町が１２月末の

完成となっているが、工程としては大丈夫なのか。

木村 なるべく工程表どおりに進めたい。

泉雄二会長 工程がずれるようであれば、実施工程表を提出していただきたい。

また、完成時もしくは完成近くの良い時期に地元の方、関係者の現地視察を行

うことを要望する。完成後は鍵が閉まり、中を見る機会がなくなるので、機会

を作って欲しい。

他なければ、以上で議事を終了する。

(4) その他

泉雄二会長 事務局から連絡事項はないか。。

事務局 事前に配布の第２回議事録について説明。

(5) 閉会

事務局 閉会を宣言。


